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龍ケ崎市公告第127号 
 
 下記の建設工事について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第
１６号。以下「令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告します。 
 
  令和５年１０月１７日 
                       龍ケ崎市長 萩 原 勇 
 

記 
 
１ 入札に付する事項 
（１） 件  名  令和５年度学校給食センター第二調理場解体工事 
（２） 場  所  龍ケ崎市８７５７番地 
（３） 概  要  ・給食棟解体工事 1.0式 ・車庫解体工事 1.0式 

・除害施設解体工事 1.0式 ・残置備品撤去 1.0式 
・外構工事 1.0式 ・屋外設備撤去 1.0式 
・家屋調査（事前及び事後） 1.0式 ・産業廃棄物運搬・処分 1.0式 

（４） 工  期  契約の日から令和６年３月３１日まで（検査期間１４日間を含む。） 
 
２ 入札参加形態 

入札参加形態は、単体企業のみとする。 
 
３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

本入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる条件をすべて満たしていることについて、記
４の手続きにより龍ケ崎市長の確認を受けた者とする。 

（１）令第１６７条の４第１項各号のいずれにも該当しないこと及び第２項の規定により龍ケ崎市
の入札参加制限を受けていない者であること。 

（２）龍ケ崎市契約事務等に関する規程（平成６年龍ケ崎市告示第７号。以下「規程」という。）
第３７条若しくは第３８条又は龍ケ崎市建設工事等に係る暴力団等の排除対策措置要綱（平成
２０年龍ケ崎市告示第１７号）第３条第２項の規定による指名停止の期間内でないこと。 

（３）規程第１１条第１項に規定する令和５・６年度競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」とい
う。）において、「解体工事」として登載されていること。 

（４）建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条の規定により「解体工
事業」について、特定建設業の許可及び規程別表第１に規定する「龍ケ崎市の市内業者」の認
定を受け、龍ケ崎市内に本店を有する者にあっては当該許可を受けてから１年以上継続して営
業を行っていること。龍ケ崎市内に支店を有するものにあっては当該許可を受けてから３年以
上継続して営業を行っていること。 

（５）当該工事に関し、現場代理人及び法に定める主任技術者又は監理技術者等を契約工期中（完
了検査合格後を除く。）専任で配置することが可能であること。 

（６）発注年度前１０年度間及び本年度において、当該工事と同種の公共工事（公共工事の入札及
び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２条第２項に規定する公
共工事をいう。）の元請又は下請の履行実績（引渡しが完了した工事に限る。）を有すること。
ただし、龍ケ崎市内に支店を有する者にあっては、元請の実績に限る。 

  ※同種の公共工事とは、解体工事又は解体工事を含む建築一式工事とする。 
（７）経営事項審査結果通知書の建設工事の種類・解体工事における総合評定値（Ｐ）が６５０点

以上であること。なお、数値は、名簿に登載された数値とする。 
（８）落札者として決定した日から起算して１年７月以内の審査基準日の法第２７条の２３第１項

の規定による経営事項審査を受けていることが、同法第２７条の２９の規定による総合評定値
の通知により確認できること。 

（９）暴力団員が実質的に経営を支配する者その他これに準ずる者として警察から龍ケ崎市が行う
入札からの排除要請があった者であって、当該排除要請が継続しているもの等、明らかに契約
の相手方として不適当であると認められるものでないこと。 

 
 

○写  
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４ 入札参加資格の確認 
（１）入札参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争入札

参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、入札参加資格の確認を受けなければな
らない。 

   なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、
本入札に参加することができない。 

（２）入札参加資格の確認は、申請書の提出期限をもって行うものとし、その結果は令和５年１０
月３０日までに通知する。 

（３）申請書及び資料の提出 
   申請書及び資料は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 
  ① 申請書（規程様式第１３号）   １部 
  ② 資 料            各１部 

ア 施工実績  記３（６）に掲げる資格を有することを判断できる工事の施工実績（入札
心得様式第２号） 

   イ 配置予定の技術者等  記３（５）に掲げる資格を有することを判断できる配置予定技
術者等の資格等（入札心得様式第３号） 

（４）申請書及び資料の受付 
   申請書及び資料は、次のとおり受け付ける。 

・ 期 間  本公告の翌日から令和５年１０月２４日までの閉庁日を除く毎日、午前８時
３０分から午後５時まで 

   ・ 場 所  龍ケ崎市総務部財政課（契約指導検査グループ）（電話０２９７－６０－１
５５１） 

（５）その他 
申請書及び資料の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

① 提出された申請書及び資料は、当市における入札参加資格の確認以外に無断で使用するこ
とはできないものとする。 

 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 
 ③ 申請書及び資料提出に関する問い合わせ先 

    龍ケ崎市総務部財政課（契約指導検査グループ）（電話０２９７－６０－１５５１） 
 
５ 入札参加資格がないと認めた者による苦情の申立て 
（１）入札参加資格がないと認められた者は、龍ケ崎市入札及び契約の過程に関する苦情処理要領

（令和４年龍ケ崎市告示第１４６号）の規定に基づき、その決定を知った日の翌日から起算し
て５日（閉庁日を除く。）以内に、市長に対して書面により苦情の申立てをすることができる。 

（２）（１）の書面の提出先は次のとおりとする。 
    龍ケ崎市総務部財政課（契約指導検査グループ）（電話０２９７－６０－１５５１） 
 
６ 契約書案、入札心得、図面、仕様書及び現場説明書 
（１）契約書案、入札心得、図面、仕様書及び現場説明書（以下「設計図書」という。）は、次の

とおり閲覧に供する。 
  ① 閲覧期間  本公告の日から令和５年１１月１４日までの閉庁日を除く毎日、午前８時３

０分から午後５時まで 
  ② 閲覧場所  龍ケ崎市総務部財政課（契約指導検査グループ） 
（２）設計図書に対する質問がある場合には、次のとおり書面により、受付場所への持参又は電子

メールにより提出すること。 
  ① 受付期間  令和５年１０月３１日から令和５年１１月１日まで 
          持参する場合は、上記期間の閉庁日を除く毎日、午前８時３０分から午後５

時まで 
  ② 受付場所  龍ケ崎市総務部財政課（契約指導検査グループ） 
（３）（２）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 
  ① 閲覧期間  令和５年１１月２日から令和５年１１月１４日までの閉庁日を除く毎日、午

前８時３０分から午後５時まで 
  ② 閲覧場所  龍ケ崎市総務部財政課（契約指導検査グループ）及び市公式ホームページ 
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７ 予定価格 
  ５５，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を除く。） 
 
８ 入札書の提出期間及び場所等 
（１） 日 時   令和５年１０月３１日から令和５年１１月１４日まで 

上記期間の閉庁日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時まで 
（２） 場 所   龍ケ崎市総務部財政課（契約指導検査グループ） 
（３） その他 工事費内訳書を入札書に同封すること。 
 
９ 入札方法等 
（１）提出期限までに持参又は郵送により入札すること。ただし、郵送による入札をする場合は、

提出期限までの日本郵便株式会社の消印、かつ開札日時までの入札書提出場所への到達を有効
とする。 

（２）電報又は電送による入札は認めない。 
（３）落札の決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落
札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、
見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を差し引いた額を入札書
に記載すること。 

（４）入札執行回数は、１回とする。ただし、予定価格を超えた入札は無効とする。 
（５）龍ケ崎市低入札価格調査制度実施要綱に基づく調査基準価格を設定する。 
（６）その他の事項は、入札心得による。 
 
10 開札日時及び場所 
（１）日 時  令和５年１１月１６日 午前１０時００分 
（２）場 所  龍ケ崎市役所４階入札室 
 
11 工事費内訳書の提出 
（１）入札者全員に対して、入札書の提出と同時に入札書に記載された金額に対する工事費内訳書

の提出を求める。したがって、入札者は、入札書に記載された金額に対する工事費内訳書を入
札書に同封すること。なお、入札書に記載された金額と工事費内訳書に記載された合計金額が
一致しない場合、又は工事費内訳書が同封されていない場合、当該入札は無効とする。 

（２）工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は工種ごとの金額、諸経費については共通仮
設費、現場管理費、一般管理費及び契約保証費等の金額を明らかにすること。 

（３）工事費内訳書は返却しない。提出された工事費内訳書は、原則公開する。 
（４）工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生

じるものではない。 
 
12 入札保証金及び契約保証金 
（１）入札保証金  免除する。 
（２）契約保証金  要する（契約金額の１００分の１０以上。詳細は、入札心得による。）。 
 
13 契約書作成の要否  別冊契約書案により契約書を作成するものとする。 
 
14 支払条件  前金払４０％以内及び竣工払 
 
15 建設リサイクル法に基づく再資源化等の義務付け  有 
 
16 火災保険等付保の要否  要する。 
 
17 入札の無効 
  本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入
札並びに入札心得において示した条件等、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とす
る。 
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  なお、入札参加資格がある旨確認された者であっても、確認の後、開札時点において記３に掲
げる資格のない者のした入札は無効とする。 

 
18 その他 
（１）入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 
（２）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、規程に基づく指名停止を行うことがあ

る。 
（３）落札者は、記４の資料に記載した配置予定の技術者等を、当該工事の現場に配置すること。 
（４）入札参加資格者又は入札者がいないときは、本入札を不調とする。 
（５）その他詳細不明の点については、次に照会のこと。 
   龍ケ崎市総務部財政課（契約指導検査グループ）（電話０２９７－６０－１５５１） 


